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宮
崎
縣
函
都
原
古
壌
調
査
報
告

小
官
等
昨
年
末

よ
り
本
年

一
月
上
旬
に
亘
り
宮
崎
縣
下
に
出
張
を
命
ぜ
ら
れ
同

地
兄
湯
郡
妻
町
に
至
り
、数
年
末
束
西
雨
東
大
學

に
於

い
て
縫
績
事
業
た
る
西
都
原

古
墳
群

の
蛮
掘
調
査

に
徒
事

し
た
り
。本
年
度

の
調
査
は

一
月
凹
日
よ
り
着
手
し
て

五
日
間
に
亘
り
、東
京
帝
國
大
學

よ
り
出
張

の
同
大
學
文
科
大
學
講
師
原
田
淑
人
氏

ゞ
業

を
共
に
し
貫

の
後
牛
に
は
本
學
教
授
文
學
博
士
原
跡
郎
氏
ま
た
之

に
か
加

せ

リ
ポ

事
業

の
経
過

の
概
要
を
誌

さ
ん
に
、
一
月
四
日

一
行
西
都
原
古
墳
群
を
巡
腕

Ｌ

て
今
久
調
査
す

べ
き
古
墳

の
選
定
を
な
長

五
日
午
前
王

ゞ
し
て
餐
掘
す

べ
き
船
塚

古
墳
前

に
於

い
て
祭
典

を
一行

ひ
、引
績

き
人
夫
十
〓
人

を
役
を

で
此
の
塚
め

後
回
部

の
調
査

を
な
■
午
後

一
時
牛
頃
遺
物
を
螢
見

せ
リ
ズ

日
は
同
塚
後
園
部

の
調
杏
下を

了
し
た

る
後
一人
夫

を
二
組
に
分
ち
式

の
入
人

を
以

て
前
方
部

の
蛮
掘
を
な
し
他

の

一



■

一
組
を
一以
そ

茸
石
φ

有
無
を
調
査
曳
午
後
四
一時

に
至
１

蓬
を
絡

牛
労
ゼ

ロ
は
午
前

申
人
夫
九
人
を
用

ひ
モ

無
琥
４
塚
一を
蛮
掘
し
ギ

後
は
七
人
を
以

て
無
琥

Ｂ
塚

の
調

育
を
行

ひ
、笠
八
日
は
以
上
三
基

の
古
墳

よ
り
姿
見
遺
物

９
整
理
を
な
し
て
遊
に

調

査

を
結
了

せ
り
。久

に
是
等
古
墳

に
開
す

る
調
査

の
結
果
を
報
告
す

べ
し
。
，

一

大

正

六

年

二

月

十

五

日
京
都
帝
國
大
學
文
科
大
學
助
教
授
　
濱

　

田
　
　
耕

　

作

仝

嘱

托

梅

原

水

治



中
、
外

形

船
塚
は
西
都
原
の
北
部
、
墓
地
端
に
近
ぐ
存
在
せ
る
大
音
墳
に
し
て
地
は
上
穂
北
村
大
学
南
方
の
域
に
届
せ
う
。
封
土
は
二

段
に
築
け
る
完
美
な
る
前
方
後
風
形
を
な
し

，
北
西
何
す
。
大
さ
嫁
の
主
軸
の
長
さ
三
十
二
間
前
方
部
は
基
底
の
幅
二
十

一
聞

等
、
高
十
九
尺
、
後
目
部
の
直
径
約
十
七
闘
、
高
碁
ば
前
方
部
に
等
し
ぐ
、
中
央
ク
，ビ
ン
都
は
幅
約
十
三
間
、
高
十
六
尺
あ
う

（第

一
目
か
照
）周
国
に
は
涅
な
ぐ
後
回
部
の
東
方
廿
餘
間
に
陪
塚
と
認
め
ら
る
ヽ
一
小
古
墳
を
件
へ
う
。

．

　

卜
・

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一

琢
の
周
域
は
前
方
の
み
畑
に
接
し
、
他
の
三
面
は
松
林
な
う
。
封
上
の
全
面
は
雑
車
を
以
て
被
は
れ
古
松
の
胡
株
四
五
を
存

せ
る
の
み
に
て
樹
木
な
き
を
ツ
て
明
白
に
其
の
全
形
を
見
る
を
得
べ
し
っ　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
卜　
　
　
　
　
・

・
　

　

二
、
調

査

の

経

過

０
後
目
部
の
警
掘
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

調
査
は
後
回
都
よ
う
初
め
て
其
の
頂
上
に
圭
軸
に
李
行
せ
る
縦
十
尺
、
横
十
八
尺
り
一
に
を
劃
し
表
土
を
除
去
し
て
稜
掘
に
着

手
ｔ
た
る
が
、
此
の
部
分
に
お
て
は
葺
石
を
認
め

，
■
封
土
は
製
承
な
る
黒
色
土
な
る
を
以
て
稜
掘
容
易
に
し
て
珠
三
尺
に
及

び
精
黄
色
の
土
を
滉
じ
約
四
尺
に
し
て
稜
掘
穴
の
南
西
壁
に
接
せ
る
西
部
に
直
刀
の
一
部
分
を
段
見
し
た
う
。
印
ち
比
の
部
分

よ
う
南
方
に
約
二
尺
に
掘
う
械
げ
た
る
に
漢
式
鏡

一
面
管
五
十
九
個
、
直
刀
〓
口
、
刀
子
二
日
の
存
せ
る
を
覆
見
す
ｏ

（第
二

こ
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同
参
照
）
依
つ
て
夏
に
此
の
前
後
を
調
査
せ
る
に
前
方
帥
西
北
蔀
約
二
尺
餘
に
三
う
前
者
と
同

一
不
面
上
に
矛
首

一
個
鐵
鏃
多

数
を
残
掘
せ
う
ｃ
是
等
の
部
分
は
遺
分
の
存
在
せ
ｔ
以
下
約
一
尺
餘
を
穿
ち
て
精
査
せ
る
に
何
等
棺
椰
の
存
せ
し
形
逃
を
認
め

す
土
質
は
多
で
黄
色
に
し
て
竪
き
を
増
せ
る
の
み
な
う
き
。

今
以
上
列
記
の
遺
物
配
列
の
状
態
を
見
る
に
全
体
は
塚
の
主
軸
に
徒
び
前
後
に
長
ぐ
存
在
せ
う
ｏ
印
ち
後
同
封
上
の
中
心
よ
う

は
約
六
尺
南
方
に
偏
し
て
径
三
寸
人
分
の
波
式
鏡

一
面
苦
セ
上
に
し
て
存
世
し
、
鏡
縁
に
少
し
ぐ
重
な
う
て
北
側
に
、
Д
を
北
一

に
鋒
先
を
西
々
北
ド
向
け
ｔ
る
義
二
尺
七
付
餘
の
直
刀
Ａ
あ
う
。
是
と
約
三
寸
の
間
隔
を
距
て
ヽ
北
方
に
略
ば
午
行
し
て
而
も
・

Д
を
西
南
に
鉾
先
を
東
々
市
に
な
せ
る
最
初
稜
見
に
係
る
直
刀
Ｂ
存
す
ｏ
鏡
の
南
方

‥ｔと
は
約

一
寸
■
分
の
距
離
に
竜
刀
Ａ
と
同
一

一
方
向
に
置
け
る
長
三
尺
四
寸
七
分
の
直
刀
Ｃ
あ
ｂ
。
直
刀
Ａ
と

…直
刀
Ｂ
だ
の
間
に
互
う
鋭
よ
う
西
北
方
約

一
尺
玉
舜
を
北
に
一

鋒
先
を
西
に
し
て
殆
ん
ぎ
相
重
な
れ
る
二
日
の
刀
子
存
し
た
う
。
而
し
て
鏡
の
周
回
及
び
其
の
東
南
部
の
直
刀
間
よ
う
管
玉
十

九
個
を
稜
見
せ
九
。
内
七
個
は
直
刀
と
同

一
季
面
若
し
ヽ
は
其
の
上
部
に
存
ｔ
十
二
個
は
是
等
の
下
都
敷
寸
の
間
に
散
在
せ
る
一

も
の
な
う
。
（第
三
同
参
照
、
此
の
排
列
周
中
賞
線
を
以
て
表
は
せ
ち
管
玉
は
前
者
に
局
し
、
附
線
の
部
は
後
若
を
示
す
。
）鐵
鏃
一

は
直
刀
Ｂ
の
宝
端
よ
う
約
八
寸
の
地
離
よ
う
初
ま
り
之
よ
う
西
方
に
約
二
尺
に
Ｅ
う
多
数
散
在
せ
る
に
て
み
置
の
部
分
厚
き
は
主

五
寸
に
及
び
英
の
西
北
端
に
鋒
先
を
西
に
な
せ
る
長
入
寸
五
分
の
矛
常
横
は
う
、
之
に
接
し
て
大
形
の
鐵
鏃
数
個
あ
う
た
う
。

（第
三
同
参
照
）遺
物
の
存
在
せ
る
地
一腫
前
後
約
七
尺
な
う
。
理
葬
さ
４
た
る
遺
骸
は
殆
ん
ご
存
せ

，
笹
に
鏡
面
に
な
着
せ
る
腕
一

布
岸
に
骨
次
の
一
部
分
の
碍
、れ
る
を
認
め
た
る
の
み
。
雨
ｔ
て
人
は
鏡
常
ｔ
染
み
！
花
管
玉
二
姻
Ｆ‥―！こ各
小
量
附
着
し

，
，こ
夕
”
　
ｉ

　
　
　
　
　
　
　
五
イ



兵

さ
て
以
上
の
遺
物
の
埋
捜
が
上
記
の
如
で
著
し
て
南
ｉ
偏
せ
る
を
以
て
業
の
調
査
を
経
う
て
後
中
央
部
の
稜
掘
を
績
行
せ
る
ｏ

が
深
さ
六
尺
に
近
づ
け
る
も
こ
の
都
に
何
等
遺
物
の
盤
葬
せ
ら
れ
し
形
逃
な
き
を
以
て
工
事
を
中
止
せ
う
。　
　
　
　
　
　
一■

伊
前
方
都
及
葺
石
の
調
査
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

　́
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
´

前
方
部
は
圭
軸
に
不
行
し
て
縦
十
二
尺
償
十
尺
の
隠
域
を
稜
掘
し
て
陪
葬
の
右
無
を
験
し
た
る
が
、
比
の
部
ま
た
葺
石
な
ぐ
土
”

質
暴
色
に
て
深
五
尺
以
上
に
及
ぶ
も
何
等
遺
物
の
存
在
す
る
形
述
な
か
う
き
。　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一

別
に
後
風
部
の
南
西
腹
及
び
南
腹
に
頂
部
よ
う
外
側
基
底
に
近
ぐ
、
幅
二
尺
の
瀧
を
穿
ち
て
表
上
を
除
去
し
埴
輪
回
筒
及
び
書

石
の
存
在
魚
何
を
調
果
な
し
た
る
が
埴
輪
回
筒
は
是
を
認
め
ざ
う
し
ヽ
、
現
存
封
上
の
表
面
よ
う
約
七
寸
に
し
て
第
二
段
の
傾

斜
面
に
径
五
六
寸
の
回
形
石
の
葺
石
を
施
せ
る
セ
知
れ
う
。
比
の
葺
石
は
塚
の
基
底
よ
う
高
三
尺
餘
に
初
ま
ヶ
頂
都
下
に
至
る

配
列
比
較
的
れ
に
し
て
徘
状
を
作
う
て
表
土
を
環
れ
る
も
の
な
う
。
か
ぐ
て
各
都
の
調
査
を
絡
れ
る
を
以
て
工
事
を
■
め
た

，

一工
、
遺

物

の

研

究

さ
て
上
記
後
回
都
に
雄
け
る
理
葬
の
遺
物
の
品
目
を
列
基
す
れ
ば
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

一

直 管 肺 渡

布 式

刀 玉 岸 鏡

三 -1本   一

九

｀
由 個   面



さ
て
と
証
鶴
国
報
に
泌
け
る
理
奔
の
遺
物
の
品
目
を
列
撃
す
れ
ば

・
一
一
漢
　
式
　
鋭
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一一　
　
　
面

す●
　
　
　
沖

・・
　

ｉ
崩
　
布

ヤ岸

・
　

管

　

　

・玉
　
　
　
　
　
　
　
　
　
十

九
一
価
　
　
　
一ド
～

，

一直

・

　

・

・

刀

　

　

　

　

　

一
‐

〓

〓
　

　

　

　

一

〓
■

　

一■

れ

一

　

一
　

一

一

船
壕
機
目
部
遺
物
排
列
回
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刀
　
　
　
子
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一　
　
　
日
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・■

矛
　
　
　
首
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一　
　
　
個
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
・

鐵

　

　

鏃

　

　

　

　

　

　

　

百

数

十

個

な
う
、
次
に
是
等
の
遺
物
に
就

い
て
形
式
特
徴
を
記
し
て
薬
の
性
質
を
明
に
せ
ん
と
す
。

一
漢
式
鏡
　
征
三
寸
人
分
あ
う
゛
銅
銹
に
し
て
蝕
形
■
径
六
分
五
厘
高
三
分
完
好
な
う
。
銹
面
は
約

一
分
の
彎
曲
を
有
ｔ
第
四

団
の
下
部
に
示
す
が
如
き
断
面
諺
塁
す
。
鏡
背
の
支
様
は
同
国
の
如
ぐ
盤
を
続
う
て

一
段
高
き
素
杵
あ
う
、
是
よ
う
四
方
に
杵
”

放
の
矢
出
都
あ
う
て
碁
十
字
形
を
な
し
、
内
屁
は
之
を
以
て
四
分
さ
れ
て
其
の
各
の
中
央
に
回
座
乳
を
置
き
周
圏
に
製
撲
の
庸

車
女
を
配
す
。
構
周
痰
代
の
死
首
女
に
似
て
未
だ
他
に
類
例
を
見
ざ
る
珍
奇
な
る
形
式
に
層
せ
う
。
而
し
て
其
の
手
法
を
見
る

に
現
は
さ
れ
た
る
丈
機
正
確
銃
利
な
ら

，
模
微
の
跡
の
認
む
べ
き
あ
れ
ば
恐
ら
ぐ
本
邦
人
の
手
に
な
れ
る
も
の
な
ら
ん
か
。

二
荊
布
片
　
工削
述
の
如
ぐ
鏡
面
に
附
着
し
て
存
在
せ
る
も
の
に
し
て
埋
葬
に
際
し
鏡
を
稜
へ
る
布
の
一
部
分
の
残
れ
る
な
る
は

明
な
う
。
か
ヽ
る
例
は
徒
本
音
墳
よ
う
鏡
の
稜
掘
せ
ら
る
ヽ
に
際
し
少
な
か
ら

，
認
め
ら
る
ヽ
事
賃
な
う
。
然
れ
ご
も
多
く
は

絹
な
る
に
此
の
布
の
麻
な
る
は
紺
異
な
う
と
云
ム
ベ
く
、
業
の
織
方
を
瞼
す
る
に
五
分
不
方
に
お
い
て
縦
糸
十
八
條
に
当
し
横
一

二
十
八
篠
と
用
ひ
比
較
的
整
済
な
る
を
見
る
。
ま
セ
以
て
古
代
に
お
け
る
麻
布
製
作
の
技
術
を
窺
ム
ベ
し
。

三
管
玉
　
十
九
個
　
何
れ
も
碧
玉
割
ち
出
雲
石
製
に
し
て
内

一
個
小
破
損
あ
う
〕
最
長
九
分
四
厘
径
三
分
三
厘
■
最
短
七
分
四

厘
径
三
分
な
る
が
大
抵
は
長
人
分
内
外
径
三
分
内
外
の
も
の
な
ヶ
。
た
ヾ
中
央
の
乳
の
貫
通
の
形
式
に
は
三
凝
あ
う
部
ち
和
斜

■
を
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に
貫
通
し
て

一
端
大
に
他
輪
小
な
る
も
の
共
の

一
に
し
て
比
の
形
式
の
も
の
十

個
あ
う
。
二
ｔミェ匙
と
碁
は
同

一
な
る
が
共
の

一
端
の
小
孔
の
周
園
開
き
て
固
錐

形
を
な
せ
る
も
の
、
三
成
孔
が
中
央
に
棄
直
に
貰
逓
せ
る
形
に
し
て
住
に

一
個

な
う
。

四
蔵
刀
　
一一一日
　
何
柱
も

一
郭
分
供
機
あ
る
が
鞘
柄
の
木
岸
身
に
密
碁
せ
る
燭

比
較
的
腐
徹
少
ぐ
全
形
を
見
る
を
得
べ
し
・
直
刀
ュ
最
も
長
ぐ
し
て
現
存
の
紹

長
四
尺
二
十
八
泄
う

一
十
四
分
あ
う
革
の
一
部
分
を
離
機
せ
う
ｏ
直
刀
Ｃ
は
三

岸
と
な
れ
る
が
碁
ば
全
形
を
存
す
。
身
の
長
三
尺
永
浚

一
寸
五
分
省
の
厚
三
分

五
厘
あ
り
、
鞘
の
木
洋
全
体
に
約
五
灯
内
外
附
藩
す
。
柄
都
は
輩
の
長
四
寸
入

分
あ
う
て
目
釘
孔
二
個
を
有
し
頭
の
部
分
二
十

一
分
に
捺
作
う
か
と
も
思
は
る

柄
の
搾
の

一
部
分
セ
存
し
た
う
ｏ
而
し
て
三
日
と
も
に
形
式
は
普
通
の
不
進
に

し
て
横
剛
面
楔
形
を
呈
し
其
の
鋒
先
が
孤
線
を
な
す
も
の
な
う
。

五
刀
子
　
一
一口
　
殆
ん
ご
同
形
に
し
て

一
は
破
損
し
て
二
岸
と
な
る
。
線
長
五
寸
内
外
永
波
う
入
分
あ
う
。
鋒
先
の
形
式
は
鷹
一

蝕
し
て
明
な
ら
ぎ
る
が
紺
直
線
に
近
洋
形
を
撚
れ
る
も
の
へ
如
し
。

六
戯
鉱
　
稜
見
の
鉄
は
之
を
分
…ぅ
て
先
づ
大
小
の
二
類
と
な
す
災
ぐ
、
大
部
分
は
小
形
に
し
て
大
形
は
な
個
の
み
。
破
損
腐
蝕
【

ブ

く
')

(大賞)周面勁玉管見稜琢緒  同工第

(宅)(3)

◎ j



一
〇

甚
だ
し
ぐ
完
形
を
お
す
る
も
の
少
き
が
夏
に
詳
細
止
之
を
験
す
れ
ば
第
六
周
に
示
す
が
如
き
七
蘊
に
分
つ
べ
し
ギ
中
に
就

い
て
，

最
も
多
数
を
占
む
る
は
そａ‐
の
形
式
に
て
、
箆
代
完
全
な
る
も
の
に
て
は
三
十
五
分
め
う
。

くｃ，
は
二
個
ω
け
は
各

一
個
を
存
す
る

の
み
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヽ
　

・　
　
　
　
　
　
　
　
′
　
　

　

　
　

　

　

・
　

　

「

四
、
餐
・掘

の

結

果

　

　

ヽ

土
森
記
述
せ
る
遺
物
の
理
没
状
態
及
び
共
の
種
類
形
式
を
通
概
し
て
吾
人
の
�
す
る
は
土
器
．つ
盗
イ
布
在
ｉ
ゞ
わ
し
と
、
遺
一

骸
理
募
の
位
置
滅
中
央
よ
う
甚
だ
し
て
編
手し
た
ぅ
し
事
な
う
。
而
し
て
更
に
比
の
墳
墓
が
封
土
に
比
．蓼

ｒ
構
造
妍
岸
容
の
頗
る

街
軍
な
略
の
事
質
ぞ
基
ぐ
べ
し
。
是
等
は
此
の
古
墳
の
性
質
年
代
を
考
ふ
る
と
に
と
意
す
べ
き
離
な
う
と
す
。

■
器
は
西
都
原
古
墳
群
に
た
い
て
は
徒
本
調
査
せ
る
例
に
徴
す
屹
玉
凍
市
蔀
方
面
に
散
在
せ
る
大
小
の
音
墳
よ
う
は
出
土
せ

・』内】鞠も‐と聰聯韓韓】鞠い］つ一尊婢鞠べす漕戦珈『着の皆造の拌異の常しき一拌湘岬沖一管導騨〕一凛翔禅Ⅶ

構
造
の
内
容
の
衛
単
な
る
事
質
は

一
見
内
容
の
構
造
の
帰
麗
を
極
め
た
る
時
代
に
先
ｒ
る
大
土
工
的
墳
墓
警
造
の
時
代
に
磨

す
ち
に
非
ぎ
る
か
を
想
像
せ
し
ひ
る
も
、
詳
細
に
稜
見
の
遺
物
を
験
し
埋
没
の
状
態
を
見
る
に
■
吾
人
が
確
認
せ
る
多
ぐ
の
大

土
工
酌
墳
来
の
形
式
だ
顔
る
異
な
る
ヽ
の
め
ウ
、
殊
に
銹
の
製
作
の
手
法
‐よ
う
せ
ば
拿
ろ
古
墳
咎
造
時
代
の
友
顔
期
に
瞥
れ
る

拙
鵜
雛
灘
篇
焼
聟
塙
騨翻
郎
癖
絲
隅
騨搬
階
陸躍
鶴
黙
報
麟
郷
脇
呻



し
て
た
だ
外
形
の
み
古
式
に
依
っ
て
管
ま
れ
し
も
の
と
信
と
ん
と
す
。
た
だ
氏
あ
音
墳
に
雄
い
て
は
前
通
の
如
ぐ
年
代
の
考
落

上
最
も
準
擦
と
す
べ
き
土
器
類
を
全
ぐ
稜
見
せ
す
、
二
つ
西
都
源
吉
墳
調‐査
の
事
業
本
だ
完
か
ら
ざ
る
を
必
て
今
日
に
雄
て
此

の
推
定
を
一
層
明
確
に
な
す
能
は
ぎ
る
な
う
。
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無
肱
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塚
不
面
及
側
面
略
凰
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三
臣
三
十
分
之

一

一
一

ッ

一

一

一
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一

工

Γ

一

一

一

一

一
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一
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無

競

Ａ

本
古
墳
は
西
郁
原
の
東
部
の
長
地
端
に
近
ぐ
設
け
ら
れ
た
る
回
形
古
墳
に
し
て
、
鬼
之
窟
古
墳
の
東
南
約
百
五
十
間
に
位
し

妻
町
よ
う
御
陵
来
参
考
地
に
通
す
る
道
路
▼
首
・都
原
長
地
の
東
部
を
南
北
に
貫
通
せ
る
新
道
ピ
の
交
叉
離
の
西
北
に
存
す
。
墳

一
　

　

　

　

，ィ．
い
・

は
基
底
直
径
約
十
間
高
十
尺
あ
う
、
上
部
納
午
坦
に
し
て
其
の
上
に
青
木
の
切
株
二
三
セ
存
す
る
の
み
に
て
外
部
に
は
雑
車
繁

こ
　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

　
　
　

　
　
　

　
　
　

　
　

ト

茂
せ
う
（第

一
国
参
照
）

吾
人
は
比
の
墳
の
頂
上
に
略
東
西
九
尺
南
北
十
■
尺
の

一
鹿
セ
劃
あ
て
表
土
を
峨
二
た
る
が
葺
石
の
存
在
を
認
め

，
新
次
此

陣呻中］蜘〕蝉［南，こ膳中膊理蜘聘熱鼎騨」叫脂一鞘』姻畿つ嫌一蜘ちＬィ脚嚇峰れ【陣『蜘〕靖勒陣〔購醇輸機胸

一　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

一　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

　

】

・

土
凝
は
上
部
と
同
じ
ぐ
黒
上
に
貢
ｔ
土
セ
毘
じ
４
絡
飢
せ
ら
れ
た
ち
形
逃
あ
う
、　

…深
〓
た
尺
に
及
べ
る
も
逐
に
他
に
遺
物
を
稜

見
せ

，
■
軒
て
客
掘
せ
ら
れ
た
る
も
の
と
認
め
た

‐るを
以
で
工
端
を
上
あ
た
う
■
　
′．　
一

稜
見
の
上
器
は
何
れ
も
破
岸
の
一
小
部
分
に
し
て
工
は
恭
杯
の
身
の
一
部
分
に
常
う
「他
の
二
片
は
大
形
の
重
の

一
部
分
と
覺

し
く
内
側
に
渦
紋
を
有
し
た
う
。
是
等
は
蓋
し
稜
掘
の
際
破
棄
せ
ら
れ
て
混
入
す
る
に
至
う
し
も
の
な
ら
む
『
挙



甥癸
堀
え

一
四
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無

競

Ｂ

塚

本古墳
は西郡原
り東南都、が
２３
院妹
の東方卦凱勒割灯鶏駒融ォれ鉗勒疇
囀町颯犠榔嘲向嚇鞠醐靭螂廂卸特‐こ

一
間
（但
し
基
底
の
東
郵
は
傾
斜
せ
小
を
以
て
此
の
部
分
ポ
サ
‐　
　
　
　
　
　
　
　
‘
・

に
注
意
を
枡
メ、
に
非
０
ん
ば
往
々
其
の
存
在
を
看
過
す
る
よ
竜
る
べ
し
。　
　
　
　
　

，Ｔ

番
人
は
頂
上
に
方
約
二
間
の
屁
劃
を
設
け
て
稜
掘
を
試
み
立
る
が
表
面
に
は
葺
石
４
ぐ
比
だ
西
北
隅
に
お

い
て
地
下
約

一
尺

内
外
に
多
数
の
素
燒
土
器
の
破
岸
を
稜
見
せ
う
、
こ
れ
よ
う
全
体
に
注
意
を
加

へ
稜
掘
せ
る
に
暴
色
の
土
質
を
見
る
の
み
に
し

て
た
だ
深
五
尺
に
し
て
黄
色
の
上
の
毘
在
せ
る
を
認
め
た
う
。
か
↑
て
漸
く
基
底
部
に
達
せ
る
が
途
に
遺
物
の
存
在
を
認
め
ざ

伸
紳

響

切

螂

ゞ

Ｅ

ゃ
撻

↓

夏
に

張

轄

方
に

燃

弓

韓

卸
堀

？

・́」一　　　　　　　　　　　　　　　　ィ．・一、一　　　　　　　　　　　　　　́‘一ド一

う
帥
つ
聰
瑚
翔
戯
硝
麟
蜘
講
脚
勘
呻
申
醇
］
醐
呻
碑
〕
潮

うヽ
形

”
蜘
蜘
勲
均
騨
陣
勲
鶏
］
顆
脚
【
廟
卓
潮
蜂
「
牢
卿
斜
］
嘲
瑚
呻

形
式
第
二
周
に
示
す
如
一し
「
大
さ
は
切
な
ら
ぎ
る
も
破
岸
を
接
合
し
て
考
ふ
る
に
比
較
的
大
形
主
し
て
径

一
尺
内
外
の
も
の
多

ぐ
盤
の
最
大
な
る
は
径
ｉ
尺
五
寸
に
上
れ
う
ｏ
鉢
の
底
の
部
分
と
認
め
ら
る
も
の
に
は
径
五
寸
八
分
の
四
周
の
鉄
損
せ
る
水
苧

な
る
も
の
、
及
び
外
部
に
ノ
マ
ミ
に
類
似
せ
る
同
形
小
突
起
を
有
す
る
あ
う
。
ま
た
鉢
の
側
面
と
思
は
る
ヽ
部
分
に
は
第
三
凰

ｉ
示
す
が
猟
浄
周
劃
を
冊
…
…
し
て
詢
部
に
波
状
れ
形
敷
の
丈
様
を
現
せ
る
あ
う
形
式
所
謂
禰
生
式
上
器
に
類
似
せ
る
を
見
る
。
高

一
五



第

一
一
回
　
　
無
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塚
稜
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杯
は
残
存
せ
る
部
分
脚
多
き
が
何
れ
も
大

形
に
し
て
脚
に
は
透
し
な
ぐ
之
に
代
ム
る

に

一
段
若
し
て
は
二
段
に
固
孔
を
有
し
形

状
吉
墳
稜
見
の
普
通
の
齊
金
の
高
杯
と
異

な
う
越
前
國
坂
井
郡
東
十
郷
村
の
上
器
包

合
地
よ
う
稜
見
す
る
隼
る
所
謂
輛
生
式
に

類
似
せ
る
土
器
と
同
系
統
な
う
。
而
し
て

凡
て
是
等
は
素
焼
な
る
が
其
の
手
法
を
詐

細
に
験
す
れ
ば
三
種
あ
う
、　
一
は
釉
厚
手

の
級
密
に
し
て
表
面
滑
な
る
も
の
、
高
杯

は
え
て
是
に
虜
せ
ュ
「
二
は

一
見
埴
輪
鳳

衛
に
類
似
し
粗
質
な
る
も
の
前
述
の
大
な

る
盤
は
是
れ
な

，
「
第
三
は
爾
者
の
中
間

第

〓
一
周

土
器
外
側
面
史
様
拓
本

に
位
せ
る
質
を
有
し
褐
友
色
に
し
て
群
手
な
う
業
の
或
物
に
は
期
毛
目
あ
う
ま
た
前
趣
の
畑
ぐ
交
様
を
有
す
。
皿
鉢
の
類
皆
此

の
手
法
な
チ
。
是
等
の
上
爆
は
形
状
よ
ヶ
見
れ
ば
上
述
の
如
く
幾
分
輛
生
式
に
類
似
せ
る
離
あ
る
も
、
手
法
よ
う
せ
ば
古
僚
情

一
士
一

蝉 鸞 ナ貿望警や|∵



二
入

代
の
上
器
に
後
る
ヽ
も
の
た
る
殆
ん
ご
疑
を
容
れ
す
し
其
の
凝
類
が
怒
．
皿
、
高
杯
等
に
限
ら
れ
た
る
よ
祭
器
に
使
用
せ
ち
れ

た
る
も
の
な
る
を
示
せ
う
。

さ
て
此
の
音
墳
は
其
の
内
部
攪
魏
さ
れ
た
る
形
挫
を
認
め
ざ
う
し
も
何
等
遣
物
威
せ

，
、
表
面
に
近
ぐ
か
ヽ
る
土
器
を
稜
見

し
た
る
は
特
殊
の
例
と
云
ふ
べ
ぐ
、
大
正
三
年
八
月
比
の
奮
墳
群
の
残
掘
調
査
の
際
第
無
院
琢
に
同
様
の
事
賃
あ
う
し
以
外
Ｅ

換
“界
に
報
一告
せ
ら
れ
た
る
を
聞
か
ぎ
る
な
う
。
業
の
何
故
然
る
や
は
番
人
更
に
調
査
を
進
む
る
に
徒
ひ
て
明
に
な
す
を
得
ん
か






